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成
年
後
見
人
は
、
対
象
と
な
る
人
の
判
断
能
力
に
応
じ
て
、
財
産
管
理
や
各
種
手
続
き

な
ど
を
支
援
し
ま
す
。
成
年
後
見
人
は
、
家
庭
裁
判
所
が
親
族
ま
た
は
弁
護
士
、
司
法
書
士
、

社
会
福
祉
士
な
ど
の
専
門
職
か
ら
選
任
し
ま
す
。
近
年
、
親
族
は
高
齢
化
や
関
係
の
希
薄

化
な
ど
に
よ
り
、
後
見
人
と
し
て
選
ば
れ
る
ケ
ー
ス
は
減
少
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
弁
護

士
な
ど
の
専
門
職
は
、
人
材
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
後
見
人
と
し
て
の
担
い
手
が
不
足

し
て
い
る
現
状
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
「
新
た
な
支
援
者
」
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
が
「
市
民
後
見
人
」
で
す
。

成
年
後
見
制
度
と
市
民
後
見
人

誰
も
が
暮
ら
し
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て

生
活
で
き
る
地
域
づ
く
り
に
向
け
て

▲昨年度の講座の様子

昨
年
度
開
催
さ
れ
た
講
座
か
ら

　

�　

昨
年
度
の
講
座
は
、
11
人
が
受
講
し
、

受
講
生
か
ら
、「
人
の
た
め
に
、
少
し
で

も
役
に
立
つ
後
見
人
に
な
り
た
い
。」「
責

任
の
重
さ
は
感
じ
る
が
、
後
見
人
に
な
っ

た
ら
寄
り
添
い
続
け
て
い
き
た
い
。」
と

の
声
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

�　

今
年
度
も
、
市
民
後
見
人
養
成
講
座
を

開
催
し
ま
す
。
支
援
を
必
要
と
す
る
誰
か

の
た
め
に
、
地
域
の
身
近
な
伴
走
者
、「
市

民
後
見
人
」
に
な
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

　　
　
市
民
後
見
人
養
成
講
座
の

　
　
　
　
　
受
講
者
を
募
集
し
ま
す

　

�　

市
で
は
、
市
民
後
見
人
養
成
講
座
を
開

催
し
ま
す
。受
講
要
件
や
応
募
方
法
な
ど
、

詳
し
く
は
市
社
会
福
祉
協
議
会
生
活
支
援

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

▼
と　

き　

７
月
～
令
和
４
年
１
月
の
間
で

　
　
　
　
　
　

�

基
礎
講
座
５
日
間
、
実
務
講
座

５
日
間
、
実
地
研
修
２
日
間

　

▼
と
こ
ろ　

神
林
支
所
3
階　

大
会
議
室

　

▼
対　

象　

�

次
の
①
～
⑤
の
全
て
に
該
当

す
る
人

　

①�
年
齢
25
歳
～
75
歳
で
市
内
在
住
の
人

　
　
（
令
和
３
年
４
月
１
日
現
在
）

　

②�

専
門
職
（
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
税
理

士
、
行
政
書
士
、
社
会
福
祉
士
お
よ
び

精
神
保
健
福
祉
士
）
と
し
て
の
資
格
を

有
し
な
い
人

市
民
後
見
人
と
は
？

　

�　

社
会
貢
献
へ
の
意
欲
が
高
い
人
で
、
市

が
開
催
す
る
養
成
講
座
を
受
講
し
、
そ
の

後
に
法
人
後
見
支
援
員
な
ど
の
実
務
を
経

験
し
、
家
庭
裁
判
所
か
ら
後
見
人
に
選
任

さ
れ
た
人
で
す
。

　

�　

市
民
後
見
人
養
成
講
座
を
受
講
す
る
た

め
に
は
、
特
別
な
経
験
や
資
格
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。対
象
者
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、

権
利
や
財
産
を
守
り
、
尊
厳
あ
る
生
き
方

を
支
援
し
ま
す
。市
民
後
見
人
の
特
徴
は
、

地
域
を
良
く
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
対

象
者
に
寄
り
添
っ
た
き
め
細
か
な
対
応
が

で
き
る
こ
と
で
す
。責
任
も
あ
り
ま
す
が
、

と
て
も
や
り
が
い
の
あ
る
活
動
で
す
。

　

③�

市
民
後
見
活
動
に
熱
意
と
理
解
が
あ

り
、
受
講
修
了
後
、
市
民
後
見
人
と
し

て
活
動
可
能
な
人

　

④
原
則
、
全
て
の
講
座
に
参
加
可
能
な
人

　

⑤
反
社
会
的
勢
力
に
属
し
て
い
な
い
人

　

▼
参
加
費　

�

無
料

　
　

※�

た
だ
し
テ
キ
ス
ト
代
６
３
０
０
円
が

か
か
り
ま
す

　

�　

申
し
込
み
は
、
市
社
会
福
祉
協
議
会
、

介
護
高
齢
課
、
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所
地

域
振
興
課
地
域
福
祉
室
で
配
布
し
て
い
る

募
集
要
項
に
あ
る
受
講
申
込
書
と
レ
ポ
ー

ト
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
５
月
31
日

㈪
ま
で
市
社
会
福
祉
協
議
会
へ
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。


